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■5月 22日（火）18：30～ 

日比谷野音集会開催決定！#0522野音 

全国 4 カ所との中継もあり！  

働き方改革一括法案の審議が盛り上がっていると

思われる 5月 22日に、今年も日比谷野外音楽堂

での集会を開催することが決定しました！ 

 今回の野音集会では、まさに国会審議で闘ってくれ

ているであろう国会議員の皆さんや、労働組合の皆さ

んからご発言いただく予定です。また、昨年 12月の

野音集会を発展させ、今回は全国 4 カ所（札幌、

名古屋、大阪、福岡）との中継をする予定です。高

プロ導入の阻止はもちろん、法案からは削除されたも

のの安倍政権が成立を諦めていない裁量労働制の

拡大についても阻止することを掲げ、働く者が大切に

される社会の実現に向けて全国で声を上げていきま

しょう！ぜひご参加ください！ 

 

■働き方改革一括法案閣議決定 

 高プロ導入を絶対に阻止しよう！ 

安倍内閣は、4月 6日、働き方改革関連法案

を閣議決定しました。 

ご承知のとおり、裁量労働制の対象拡大は、厚

生労働省のデータに異常値があった問題を受けて法

案から削除されました。しかし、法案は残業時間の罰

則付き上限規制やいわゆる「同一労働同一賃金」と

ともに、高プロの導入も抱き合わせにして 8本の法案

を一括にしたものになっています。 

また、施行日は、残業時間の上限規制の中小企

業への適用を予定よりも 1年延期し（2020年４

月）、同一労働同一賃金の適用も予定よりも１年

延期しています（大企業について 2020年４月、

中小企業は 2021年４月）。ここでも労働者のた

めの働き方改革の側面は後退しています。 

高プロは、対象労働者を労基法の労働時間規制

から外し、裁量労働制以上に長時間労働を助長す

る危険があります。法案上は、例えば 1日 15時間

といった長時間の所定労働時間を設定することもで

きる一方で、実労働時間が所定労働時間に満たな

い場合に賃金を控除することも制度上は可能となっ

ており、法制度としてもあまりに欠陥の多いものとなっ

ています。 

この高プロを導入することは絶対に阻止しなければ

なりません。日本労働弁護団として、総力を挙げて

高プロ導入阻止の取り組みを強めていきましょう！ 
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